
令和７年度離職者等再就職訓練事業に係る公募型プロポーザルの実施について 

 

 公募型プロポーザル方式による「令和７年度離職者等再就職訓練事業」について、次のとおり

公告する。 

 プロポーザルの提出について参加を希望する者は、下記により関係書類を作成のうえ提出

されたい。 

 

  令和６年１１月１８日 

 

 茨城県立産業技術短期大学校併設 

 水戸産業技術専門学院専門学院長 

 

 

 

 

 

１ 委託事業の内容等 

（１）委託事業名 

    令和 7年度離職者等再就職訓練事業 

（２）業務内容及び委託期間 

 別紙「令和 7年度離職者等再就職訓練事業仕様書」のとおり 

 

２ 参加資格 

 企画提案に参加する者は、次の要件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号。以下「政令」という。）第１６７条の４第１

項の規定に該当していない者であること。 

（２）政令第１６７条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者

であること。 

（３）茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第 254 号）に基

づく競争入札参加資格があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に

基づく、指名停止の措置を受けている者でないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年 法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

（５）茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例第 36号）第２条第１号から同条第３号

に規定する者ではないこと。 

（６）令和３年度から令和５年度の３年間において、各都道府県及び独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構から委託等を受けて公的職業訓練を行った実績がある者、又は新たに公

共職業訓練の受託を希望する法人にあっては登記簿謄本の目的に、個人事業主にあっては個

本事業は、「国との協議が整うこと」及び「令和７年度茨城県予算の成立」を前提に

実施される停止条件付きの事業です。 

そのため、国との協議が整わない場合や、茨城県の予算が成立しない場合には、提

案を公募したことに留まり、いかなる効力も発生しません。 



人の事業開廃届出書の事業概要に、民間教育機関としての業務を掲げ、令和３年度から令和

５年度の３年間において教育訓練等の実績を有するものであること。 

（７）委託契約を締結する日において、平成２６年度から実施されている「民間教育訓練機

関における職業訓練サービスガイドライン研修」の有効な受講証明書を有する者が在籍

していること。 

（８）知識等習得コースへの応募にあっては、下記により得られる、令和４年度、令和５年

度に開講した同一又は類似する訓練コースにおける就職率が、２回連続して３５％未満

となっていないこと。 

   就職率＝(訓練修了後就職者数＋中退就職者数)÷(修了者数＋中退就職者数)×100 

（９）介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修の資格取得を目的とした訓練に応募する

場合は、養成施設としての所管官公署の指定を受けている者であること。 

 

３ 提出手続等 

（１）担当部局 

    〒３１１－１１３１ 

    茨城県水戸市下大野町６３４２ 

   茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院 離職者等再就職訓練担当 

    電 話：０２９（２６９）２１６０ 

    ＦＡＸ：０２９（２６９）１０４０ 

    電子メール：misansen@pref.ibaraki.lg.jp 

（２）離職者等再就職訓練事業に係る公募に関する説明書等の交付 

  ア 交付するもの 

    ①令和７年度離職者等再就職訓練事業に係る公募に関する説明書 

    ②令和７年度離職者等再就職訓練事業仕様書 

  イ 交付期間 

     令和６年１１月１８日（月）から令和６年１２月１３日（金）までの午前９時か

ら午後４時まで。ただし、茨城県の休日を定める条例（平成元年茨城県条例第７

号）に定める休日を除く。  

 ウ 交付場所 

    （１）の担当部局に同じ。 

  エ 交付方法 

     ウにおいて直接交付又は茨城県入札情報サービス及び茨城県立産業技術短期大学

校併設水戸産業技術専門学院ホームページからダウンロードすることができる。 

（３）質問の受付 

     令和６年１１月１８日（月）から令和６年１１月２５日（月）まで、担当部局への

メール又はＦＡＸにより受け付ける。 

（４）参加表明書の提出 

    プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書（様式第１号）、資格要件に関

する証明書（様式第２号）、過去３年間の公共職業訓練等の実績（様式第３号）を作



成し、次のとおり提出すること。  

ア 提出期間 

    令和６年１２月６日（金）午後４時必着とすること。 

なお、提出期限後に到着した応募書類は、無効とする。 

イ 提出先 

    上記３（１）のとおり 

ウ 提出方法 

    持参又は郵送（書留郵便に限る。）による。 

    提出部数は各様式１部とする。 

エ 受付時間  

令和６年１１月１８日（月）から令和６年１２月６日（金）までの午前９時から午

後４時まで。ただし、茨城県の休日を定める条例（平成元年茨城県条例第７号）に定

める休日を除く。 

 

（５）企画提案書の提出 

仕様書に基づいて企画提案書を作成し、持参又は郵送（書留郵便に限る。）すると

ともに、電子データ(PDF 形式による)を電子メールにより提出すること。 

ア 提出期限 

令和６年１２月２５日（水）午後４時必着 

     ※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 

イ 提出先 

    上記３（１）のとおり 

ウ 受付時間  

      令和６年１２月１６日（月）から令和６年１２月２５日（水）までの午前９時か

ら午後４時まで。ただし、茨城県の休日を定める条例（平成元年茨城県条例第７

号）に定める休日を除く。 

 

４ プロポーザル実施に係るスケジュール 

（１）公募に関する説明書・仕様書の公表 令和６年１１月１８日（月） 

（２）実施内容等に関する質問受付期限  令和６年１１月２５日（月）午後４時必着 

（３）質問に対する回答         令和６年１１月２９日（金） 

（４）参加表明書等の提出期限      令和６年１２月 ６日（金）午後４時必着 

（５）参加資格確認の通知        令和６年１２月１３日（金） 

（６）企画提案書の提出期限       令和６年１２月２５日（水）午後４時時必着 

（７）審査会              令和７年１月中旬 

（８）審査結果の通知・公表       令和７年２月上旬（予定） 

 

５ プレゼンテーションの実施 

企画提案書をもって書面審査するため、提出者からの説明は求めない。 



ただし、企画提案書において不明な点があった場合は、提出者に説明を求めることがあ

る。 

 

６ 審査の実施及び委託予定事業者の選定 

（１）評価項目 

  企画提案書等について以下の各項目及び基準により採点し、順位を決定する。 

項目 評価基準 

１訓練内容の充実度 

・離転職者及び企業ニーズを把握し、それを踏まえた提案内容で

あるか 

・時代のニーズに対応し、カリキュラムに創意工夫がなされてい

るか 

・就職に結びつく効果的な訓練となるよう創意工夫があるか 

・科目ごとの時間数が適切で、無理のない訓練日程であるか 

２就職支援の充実度 

・訓練受講中の訓練生に対する支援が効果的な内容であるか 

・未就職の訓練修了生に対する支援が効果的な内容であるか 

・求人情報の収集、訓練生への提供体制は十分であるか 

・同一又は類似訓練コースにおける就職率に問題はないか 

３業務実施体制 

・訓練を円滑に実施するための体制は妥当なものであるか 

・訓練施設・設備は訓練実施に当たり十分なものであるか 

・講師等の人数、資格内容は訓練に対応した適切なものであるか 

・同種及び類似業務の実績があり、本業務を円滑に遂行できるか 

４経費妥当性 
・最低実施可能人数により積算する訓練実施経費の積算根拠は、

上限額以内であり、明確で合理的なものであるか 

 

（２）契約候補者の選定方法 

  契約候補者の選定については、担当部署内に設置するプロポーザル審査会において、

提案内容に基づき、総合的に審査の上、訓練１コースにつき、契約候補者を１者決定す

る。ただし、審査結果によっては、いずれの参加者も契約候補に選定しないことがあ

る。また、契約候補者に選定された者は、特段の理由がない限り契約を辞退することは

できない。 

（３）失格事由 

 ア 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

 イ 令和７年度離職者等再就職訓練事業に用いる説明書に示した企画提案書の作成及び

提出に関する条件に反した場合 

 ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（４）審査方法及び結果の通知 

   提出された企画提案書は、プロポーザル審査会において、上記（１）の評価基準によ

り審査する。採否については、決定後速やかに通知する。 

   なお、審査内容は、非公開とし、審査結果についての異議申し立ては認めない。 



 

７ その他 

（１） 書類等の作成に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２） 企画提案書の作成及び提出に関する費用は提出者の負担とする。なお、提出された

企画提案書は返却しない。 

（３） 国において委託訓練事業に係る要領の改正が行われた場合、契約候補者又は契約者

と協議の上、改正後の制度を適用する場合がある。 

（４）その他詳細は、令和７年度離職者等再就職訓練事業に係る公募に関する説明書による。 

 


